
○災害応急作業等手当

・概要
⑴　災害応急作業等手当は、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い警戒区域等に設定
　された区域において作業を行う場合に支給される。
⑵　支給対象者

　市町村立小学校、中学校又は特別支援学校に勤務する県費負担の教育職員。なお給料の特別調整額（管理
職手当）受給者も支給対象。

⑶　支給対象作業、支給額
　表に掲げる区域で職務命令等により行う作業。

①　平成24年８月１日から摘用
※　南相馬市における帰還困難区域については、平成24年４月16日から適用
※　飯舘村における帰還困難区域については、平成24年７月17日から適用

②　段階的に区域見直しに伴う当面の措置
ア　警戒区域で行う作業：帰還困難区域と同額が適用
イ　計画的避難区域で行う作業：改正前と同額が適用

③　避難指示解除準備区域で行う作業
　  手当の支給対象とはならない

・関係法令等
⑴　福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例　附則第９項
⑵　職員の特殊勤務手当に関する条例　附則第４項・第５項・第６項
⑶　職員の特殊勤務手当の支給に関する規則　附則第７項
⑷　東日本大震災に係る特殊勤務手当（災害応急作業手当）の運用等について

・事務処理

特殊勤務手当実績簿【東日本大震災に係る災害応急作業等手当の特例】別紙１に記入する
※実績の確認にあたっては「旅行命令書」及び「出勤簿」等を確認する

例月実績通知書４を作成し、教育事務所へ提出する

勤務した月の翌月の給与支給日に支給する。給与等領収書を確認する
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